
令和８年度



　令和８年度町県民税及び森林環境税の特別徴収について、貴事業所を町税条例第45条及び第53条の６の規定により、特別徴
収義務者に指定しました。つきましては、御多忙中恐縮ですが下記に記載した各項に御留意のうえ、町県民税及び森林環境税
の納入について格段の御協力をお願いします。
１．町県民税及び森林環境税の特別徴収とは
　納税者の税額を４回に分けて納付しなければならないものを給与所得者の便宜を図るため、町県民税及び森林環境税額を12
分の１に分けて（６月から翌年５月まで）毎月の給与が支払われる際に差引いて（退職所得に係る町県民税を差引いて）納付
していただく制度をいいます。

町民税・県民税・森林環境税の特別徴収について





令和８年度特別徴収義務者の指定について

　令和８年度町県民税及び森林環境税特別徴収について、貴事業所を地方税法第321条の４及び第328条の

５並びに只見町税条例第45条及び第53条の６の規定により、特別徴収義務者に指定いたします。

なお、「町民税・県民税・森林環境税の特別徴収について」に留意のうえ、よろしくお取り計らいくださる

ようお願いします。

８ 町 号 外

令和８年５月15日

福島県南会津郡只見町長



令和８年度町県民税及び森林環境税払込の指定について（通知）

８ 町 号 外

令和８年５月15日

福島県南会津郡只見町長

　標記のことについて、貴店・貴局を地方税法第321条の５第４項の規定に

基づいて、当町の町県民税及び森林環境税（特別徴収税額）取扱い支店・

局に指定いたしましたので通知いたします。







町県民税及び森林環境税特別徴収への切替申請書








